
 - 1 - 

（仮称）宇都宮市国際化推進計画（案） パブリックコメント 意見の概要と考え方 

 

１ パブリックコメントの実施結果 

（１） 意見の募集期間    平成２１年１月１５日（木）～２月４日（水） 

（２） 意見の応募者数・件数  ８名（２２件） 

（３） 提出方法の内訳 

 郵送 ファクシミリ Ｅメール 持参 電話 計 

人数  ３  ５  ８ 

 

２ 意見の概要と市の考え方 

① 計画の基本理念について(１０件) 

No 意見の概要 件数 市の考え方 

１ 
 

・ 在住外国人は日本のルールや法律・

マナーを守り，積極的に日本人と親

しくなることが必要であり，日本人

も外国人を広い心で受け止め理解す

ることが必要である。 
・ 在住外国人のためだけの計画ではな

く日本人の国際理解が進む計画とな

ってほしい。 

１  この計画は，在住外国人と日本

人の相互理解に基づく地域づくり

を最重要目標としており，そのた

めには，様々な国から来られる在

住外国人を受け入れる日本人の国

際感覚や多文化共生に関する意識

の高まりがあってはじめて実現さ

れるものと考えております。 
このため，第 4 章の１に掲げた

リーディングプランの一つに「相

互理解促進プラン」を設定したと

ころであり，今後，このプランの

実施を通して，全ての市民がお互

いを地域社会の一員として尊重し

あうことができる社会の形成に努

めてまいります。 
２ 
 

・ 計画全般で「支援」という言葉が目

に付くが，生活上ハンディのある人

をひっぱりあげるというような意味

合いに見えてしまう。在住外国人は

社会の負荷ではなく，社会を構成し，

活躍する人材であるという視点を打

ち出したほうが良い。 

１  在住外国人は，まちづくりへの

参加ばかりでなく，国際的な視点

や経験を持った都市を支える大切

な人材であると考えております。

そのため，事業番号１６「地域

事業への参加促進」や事業番号１

７「地域リーダーの育成・支援」

等の事業実施に当たり，積極的に
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参画への働きかけを行うととも

に，在住外国人が参画しておられ

る民間団体の活動に対しまして

も，事業番号３３「民間団体の支

援」において，団体の活動が活性

化し，在住外国人も能力や経験を

発揮し，活躍することができるよ

うに取り組んでまいります。 
３ 
 

・ この計画は，それぞれの主体が役割

を担って進めていく計画ではない

か。社会システムとして具体的な記

載を行い，事業が円滑に進むように

すべきではないか。 

１  この計画は，市民・民間団体・

行政などの各主体が連携・協力し

あいながら，本市の国際化の実現

を目指すものです。 
 そのため，第 3 章の３「多様な

主体に期待される役割」において，

各主体の具体的役割ばかりでな

く，推進に向けた全体相関図も併

せて示したところであります。 
４ 
 

・ 基本理念の実現のため，「各主体が連

携します」というスタンスがあって

役割が出てくるはずであり，役割分

担の前に行政・民間が連携して進め

るという視点を先に示す必要があ

る。 

1 
 

 ご意見を踏まえ，より連携・協

働のスタンスが明確になるよう，

第 3 章の３「多様な主体に期待さ

れる役割」の冒頭部分を次の通り

修正いたします。 
「国際化に関する施策の推進に

当たっては，各主体が役割と責任

のもと，互いに連携を深め，協働

で取り組むことが基本であり，か

つ，最も大切です。それぞれの主

体には，次のような役割を担うこ

とが期待されます。」 

５ 
 

・ 在住外国人との共生を目指す計画で

あると感じたが，日本人の宇都宮市

民への意識はどのように聴取したの

か。 

２ 日本人の意識につきましては，

平成 18 年度の国土交通省の調査，

平成 19 年度の市政に関する世論

調査をもとに整理いたしました。
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６ ・ 成果指標が在住外国人からの評価と

なっているが，宇都宮市民からの評

価や意見聴取も必要である。 

この計画の成果に対する宇都宮市

民の評価につきましては，この計

画の中間年次に実施予定の意識調

査等により把握するとともに，市

民に対する意見聴取については，

適宜，実施してまいります。 
７ 
 

・ 課題の共有化・計画の策定，事業を

相互に実施するなど，「市の役割」を

図で示してほしい。 

1 
 

 市の役割につきましては，第 3
章の３「多様な主体に期待される

役割」の③「市の役割」において

具体的に記載したところであり，

課題の共有化，事業企画はもとよ

り，計画全体をコーディネートす

る役割も担っております。併せて，

全体相関図において，市の機能に

ついても示したところでありま

す。 
８ ・ リーディングプランについて，姉妹

都市をはじめとする諸外国との関係

が書かれていないと感じた。 

１ リーディングプランは，多文化

共生社会の実現を図るため，重点

事業を中心に，計画全体を実現す

るための誘導的なプランとして設

定したところであります。 
姉妹都市交流につきましては，

事業番号２８「姉妹都市との交流」

や事業番号２４「国際理解・国際

交流の促進」等において，引き続

き市民の国際理解の促進や活動へ

の参画促進などの充実を図ってま

いります。 
９ ・ 在住外国人と共生できることが国際

都市として評価されるものではない

のではないか。 
 

２ 今回の計画は，社会的背景等か

ら多文化共生の地域づくりを最重

点として掲げたところであります

が，この計画を構成する，第 3 章

の４「施策の体系」で示した，「多

文化共生の地域づくり」，「国際理
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10 ・ これまでの市の施策の中で忘れられ

がちだった在住外国人との共生を目

標に掲げたことは大いに評価した

い。 

解・交流の環境づくり」，「国際化

にふさわしい都市機能の整備」の 3
本の施策のいずれもが大切である

と考えております。 

 
 
② 施策・事業内容について（１１件） 

No 意見の概要 件数 市の考え方 

11 
 

・ 在住外国人が最も悩み不安に感じて

いる「成人の日本語教育」について触

れる必要がある。「在住外国人の日本語

教育への支援」を加えてほしい。 

１ 成人を対象とした日本語学習に

つきましては，第４章の２基本目

標Ⅰ施策の方向２の「取り組むべ

き施策３日本語学習支援」の取り

組みの中で実施すべきものと考え

ておりますが，より明確に表現す

る必要がありますことから，次の

通り修正します。 
「取り組むべき施策３ 日本語学

習支援」の本文を， 
「在住外国人と日本人との交流を

深め，地域社会の一員として安心

して生活できるよう，児童生徒へ

の日本語指導や日本語を教えるボ

ランティアの育成，在住外国人の

日本語学習への支援を行います。」

「事業番号１２ 日本語学習ボラ

ンティア育成事業」の概要を 
「在住外国人に日本語学習を支援

することができるボランティアを

育成し，活動を支援します。」 
12 ・市の窓口で外国人登録者に多言語の相

談窓口の案内や日本語学習に関する情

報が渡るようにすべき。 

１  在住外国人への相談窓口案内や

情報提供につきましては，事業番

号 10「情報手段の充実」の取り組

みにおいて，市民課や国際交流プ

ラザ等の窓口で，より一層充実し
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た多言語による情報の提供などを

行い，在住外国人の利便性の向上

を図ってまいります。 
13 ・姉妹都市交流について，時代が変わっ

ても「国際感覚を養い，国際理解を深

める」という事業の意義は変わること

はない。これまでの姉妹都市交流が果

たしてきた役割を土台に新しい時代に

向けて，大きく取り組んでほしい。 

１  姉妹都市交流につきましては，

これまでも中高生や市民の相互訪

問などを通して市民の国際感覚を

養い，交流を深めてきました。今

後も事業番号２８「姉妹都市との

交流」事業を通して，市民の国際

理解の促進及び多様な交流事業に

取り組んでまいります。 
14 ・「国際化の推進」と「姉妹都市交流など

の国際交流の推進」はどのように使い

分けるのか。 

１  No９，No10 で示しましたとおり，

今回の計画は，国際化の推進のた

めの施策の体系であり，その目標

実現の一つの施策として国際交流

の促進という表現を使っておりま

す。 
15 ・民間団体への「促進と支援」だけでな

く，市が具体的な施策を通して取り組

む姿勢を見せていただきたかった。 

１  本計画における市の具体的な施

策につきましては，事業番号５「相

談事業の充実」，事業番号 35「分

かりやすいサイン・表記の推進」

等のほか，事業番号２「会話サポ

ートシステムの構築」，事業番号６

「ソーシャルコーディネーターの

育成」などの新たな仕組みに係る

事業にも取り組んでまいります。

16 
 

・ 日本語指導ボランティアの資格取得

による質の向上と資格保持者をリー

ダーとして活用してほしい。 
17 ・ 全ての外国人が三年以内に日本語能

力試験 3級以上を取得できると良い。

１  日本語指導ボランティアに携わ

る人の質の向上及び人材の活用に

つきましては，事業番号１２「日

本語学習ボランティア支援事業」

を実施する上で，人材の活用につ

いても併せて検討を進めてまいり

たいと考えております。また，多

くの外国人が日本語能力が向上す

るよう学習機会の充実を図ってま

いります。 
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18 ・在住外国人ばかりでなく，来訪者や留

学生の受入，人材育成のための派遣研

修などの打ち出しもほしかった。 

１  来訪者や留学生の受入，派遣研

修の実施につきましては，事業番

号４２「派遣や研修の実施」にお

いて，より充実したものとなるよ

う対象者等についても十分検討し

ながら取り組んでまいります。 
19 ・本市在住の外国人方に「日本の踊り」

「宇都宮の踊り」をお教えしたい。 
 

20 ・アジアの人を中心にして，人間同士の

交流が盛んになる催しがほしい。 

１  日本や世界の文化に触れる機会

や，様々な国から来られた方との

交流につきましては，事業番号２

５「イベントの充実」等において，

気軽に触れ合うことのできる交流

会やイベントなど，交流機会の充

実に努めてまいります。 
21 ・相手の背景や事情を考えた上で意見を

交わすことができるような交流ができ

ると良い。 

１  在住外国人と日本人，あるいは

在住外国人同士が，それぞれの言

葉や文化の違いを理解した上で交

流を深めていくことは大変重要な

ことであることから，事業番号２

４「国際理解・交流の促進」や事

業番号２５「イベントの充実」に

おいて，国際理解や相互交流の促

進に努めてまいります。 
 
③ その他 国際化施策に関連する意見・提言等について（１件） 

No 意見の概要 件数 市の考え方 

22 ・日本語学習のため，地域コミュニティ

センター等の施設の優先利用等の便宜

をお願いしたい。 
 

１ 
 

 各地域コミュニティセンターに

おいては，利用団体登録を行い，

ご利用いただくことになってお

り，現在多くの団体が登録してお

り，優先的な利用等は難しいもの

と考えておりますが，優先的に利

用できる国際交流プラザ懇話室の

利用について，今後さらに周知を

図ってまいります。 
 


